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●老齢福祉年金の受給者で本人及び世帯全員が
　住民税非課税の方
●生活保護の受給者
●本人及び世帯全員が住民税非課税で
　課税年金収入額＋合計所得金額が80万円以下の方

課税年金収入額＋合計所得金額が80万円以下の方

課税年金収入額＋合計所得金額が80万円超の方

合計所得金額が120万円未満の方

合計所得金額が120万円以上210万円未満の方

合計所得金額が210万円以上320万円未満の方

合計所得金額が320万円以上420万円未満の方

合計所得金額が420万円以上520万円未満の方

合計所得金額が520万円以上620万円未満の方

合計所得金額が620万円以上720万円未満の方

合計所得金額が720万円以上の方

課税年金収入額＋合計所得金額が
80万円超120万円以下の方

課税年金収入額＋合計所得金額が
120万円超の方

本人が
住民税課税

本人が
住民税非課税
（世帯に課税者がいる）

世帯全員が
住民税非課税

0.685
（0.69）

47,680
48,020

美浜町 第９期 介護保険事業計画及び高齢者福祉計画（令和６年度～令和８年度）

第3段階



　全国的に人口減少が進む中、目前に迫っている令和７（2025）年には、いわゆる「団塊の世代」が
75歳以上の後期高齢者となります。さらに、その先の令和22（2040）年にはいわゆる「団塊ジュニ
ア世代」が65歳以上の高齢者となり、急速な高齢化の進展に加えて、労働人口（担い手）が大幅に減
少することが予想されており、介護をはじめとする社会保障の負担が一層増大していくことや、介護
の担い手不足の更なる深刻化が懸念されています。

　本計画は、老人福祉法第20条の8に規定する高齢者の福祉に関する「老人福祉計画」と、介護保険法
第117条に規定する介護サービスの給付に関する「介護保険事業計画」を一体的に作成するものです。

計画策定の背景と趣旨

計画の性格

　計画期間である令和６～８年においては、本町の総人口、高齢者人口はともに減少傾向にあり、令和８
年の高齢者人口は3,223人になると見込まれます。なお、長期的な推計によれば、総人口は徐々に減少
し、高齢者人口の減少割合は緩慢なために、高齢化率は上昇傾向にあります。令和22年には2,701人、
高齢化率41.1％になると想定されます。

　国勢調査を基にG空間情報センター（国土交通省）が推計した世帯推計を見ると、総世帯数は減少傾
向にありますが、高齢者のみ世帯は令和７年以降減少傾向、高齢者単独世帯は令和17年まで増加傾向、
それ以後減少傾向にあります。また令和17年には高齢者単独世帯数が高齢者のみ世帯を抜いています。

本町高齢者の状況と見込み
（1）高齢者人口の将来推計

（2）世 帯

　介護保険事業計画では、地理的条件や人口、交通事情その他の社会的条件、介護サービス施設の整
備状況などを総合的に勘案し、高齢化のピーク時までにめざすべき地域包括ケアシステムを念頭にお
いて、日常生活圏域を定めることとされています。
　本町においては、高齢者保健福祉施策の取組みの継続・発展の観点から、中規模である中学校区を日
常生活圏域として、１圏域を設けています。

日常生活圏域

　本町では、令和３（2021）年３月に「美浜町第８期介護保険事業計画及び高齢者福祉計画」（以下、
前計画という。）を策定し、高齢者ができる限り住み慣れた地域で、人生の最期まで自分らしい生活
をおくることができる社会を実現するため、地域包括ケアシステムの構築を進めてきました。前計画
の期間が令和５（2023）年度で終了するため、これまでの取組みを検証しつつ、社会経済情勢の変
化による新たな課題にも対応しながら、引き続き、高齢者の保健福祉を総合的、計画的に推進する
ため、令和６（2024）年度から令和８（2026）年度までの３年間を計画期間とする「美浜町第９期介護
保険事業計画及び高齢者福祉計画」（以下、本計画という。）を策定することとします。
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第6期 第7期 第8期 第9期 第10期～第14期

H29

令和7年までの中長期的見通し

令和7年・22年までの中長期的見通し

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9～R21 R22
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■総人口　■65歳以上人口　■75歳以上人口　　　高齢化率　　　75歳以上比率

計画の期間

高齢者の将来人口推計

世帯推計（世帯）

資料：見える化システム（９月末日ベース推計）

資料：G空間情報センター

■非高齢者世帯　■高齢者のみ世帯（単独除く）　■高齢者単独世帯
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団塊の世代が
75歳に

団塊ジュニア世代が
65歳に



　推計結果によれば、計画期間である令和６～８年において認定者数は増加が続き、令和８年度には
604人に達するものと見込まれます。なお、長期的な推計によれば、その後も認定者数の増加は令和
17年まで続き、令和22年には減少傾向に転じ618人になると想定されます。

計画の基本理念
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資料：見える化システム（９月末日ベース推計）

安心して暮らせる地域をつくろう
～地域包括ケアシステムの深化・推進～

基本理念

3つの
基本目標

　本町においては、75歳以上の高齢者は増加傾向にあり、それに伴う介護ニーズの増加が見込ま
れていることから、町民一人ひとりが、主体的に自分や家族が暮らしたい地域のかたちを考え、地域
で困っている課題を解決したいという気持ちで活動し、一つの課題から地域住民と関係機関が連携
して解決するプロセスを繰り返すことが重要です。

　社会参加の促進と担い手の育成、介護予防活動の充実、認知症施策の充実が必要です。元気な
高齢者から介護等が必要な高齢者、介護に携わる人々だれもが、いつまでも安心していきいきと暮
らせる地域の実現をめざし、３つの基本目標と３つの重点事項を定めます。

1
基本目標

心身ともに健康にいきいきと暮らせるまちをつくろう
～健康・予防～2

基本目標

安心して介護サービスを利用できるまちをつくろう
～介護保険制度の適切な運営～3

基本目標

社会参加の促進と担い手の育成

3つの
重点事項

1
重点事項

介護予防活動の充実
2
重点事項

認知症施策の充実

3
重点事項

通いの場やボランティア活動等の参加機会を明確にし、
積極的な社会参加を促すとともに、担い手を育成します。

効果的な介護予防への取組みを強化します。

認知症高齢者の家族への支援に加え、
本人の意見を尊重した支援の充実を図ります。

要支援･要介護認定者数の推計
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令和22年
（2040）

800

700

600

500

400

300

200

100

0

（人）

83 85 85 85 87 91 83

49 45 46 47 46 49 48

140 147 149 149 156 160 154

95 99 99 100 101 107 105

61 58 57 59 59
63

61

99 99 100 99 101
105

104

62 65 66 65 67
67

63
589 598 602 604 617

642
618

589 598 602 604 617
642

618

■要支援1　■要支援2　■要介護1　■要介護2　■要介護3　■要介護4　■要介護5

誰もが安心して暮らせる
ぬくもりとふれあいの町

（3）要支援・要介護認定者数の将来推計



　今後の高齢化の進展に伴い、高齢者のひとり暮らしや高齢者夫婦のみ世帯、重度の要介護者、認
知症高齢者など、支援を必要とする高齢者の増加が見込まれます。
　高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくりを行うためには、地域において高齢者の生
活を支える住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される「地域包括ケアシステム」のさら
なる深化・推進を図っていく必要があることから、地域で助け合い支え合うネットワークの充実や医療
と介護の連携体制の構築、相談支援体制の充実等に向けた取組みを進めます。

基本目標
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安心して暮らせる地域をつくろう
～地域包括ケアシステムの深化・推進～

１-１　安心して暮らせる地域包括ケアシステムの深化・推進
１-２　みんなで支えあう意識と体制づくり
１-３　在宅医療・介護連携の強化
１-４　相談支援の強化
１-５　生活支援サービスの充実
１-６　介護者への支援

●地域包括支援センターの機能強化
●地域ケア会議の推進
●ボランティア活動の支援
●地域福祉活動の担い手の育成
●災害等の緊急時における支え合いの強化
●権利擁護の推進
●在宅医療・介護サービスの普及啓発
●多職種連携の推進

●相談体制の強化・充実
●重層的支援体制整備の促進
●生活支援体制整備事業の推進
●地域あいあいポイント事業の運営
●家族の会への支援
●家族介護者への相談・助言
●家族介護支援サービスの充実

施
策
の
展
開

基本目標

1
　本町では、誰もが生きがいを持ち健やかで幸せに暮らせるまちづくりをめざしています。
　高齢者がいきいきと活躍できるまちづくりを行うためには、高齢者の自立支援や介護予防、生きが
いづくりの充実・推進を図っていく必要があることから、地域における住民主体の介護予防活動や健康
づくりの推進、社会参加による交流の促進、活躍できる場づくりの充実等に向けた取組みを進めます。

心身ともに健康にいきいきと暮らせるまちをつくろう
～健康・予防～

2-１　地域社会への積極的な参加の促進
２-２　若年期からの健康づくり
２-３　自立支援・重度化予防の推進

●住民主体の「通いの場」の促進
●地域活動の促進
●保健事業と介護予防の一体的実施
●就労的活動の促進
●若年期からの健康づくりの推進
●健康診査の受診率向上と自己管理の強化

●かかりつけ医・かかりつけ薬局の普及
●介護予防・日常生活支援総合事業の充実
●介護予防把握事業の推進
●フレイル（虚弱）予防の推進
●介護予防事業の実施・評価体制

施
策
の
展
開

基本目標

2

　高齢者が要介護状態等になっても、可能な限り住み慣れた地域で日常生活を継続できるよう、介護・
福祉サービスの充実したまちづくりを行う必要があることから、在宅生活を支えるサービスの充実と家
族介護者への支援、介護サービスの質の向上や介護人材の育成・確保に向けた取組みなどを進めます。

安心して介護サービスを利用できるまちをつくろう
～介護保険制度の適切な運営～

3-１　認知症施策の充実
３-２　状態に応じた適切な介護サービスの利用
３-３　介護サービスの充実と質の向上
３-４　保険者機能の強化

●認知症の共生と予防の推進
●医療機関との連携
●地域ぐるみでの支援に向けた交流の促進 
●若年性認知症への支援
●要介護認定の適正化
●積極的な介護サービス情報の提供 
●状態に応じたケアマネジメントの推進

●介護サービス事業所等への支援
●人材の育成と確保
●安心して暮らせる住まいの確保
●指定事業所への運営指導
●介護給付の適正化
●ＩＣＴの利用促進

施
策
の
展
開

基本目標

3

●地域包括支援センター
●ケアマネージャー

日常の医療
●かかりつけ医
●地域の連携病院

●急性期病院
●亜急性期・回復期
　リハビリ病院

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等

介護が必要になったら…
介 護

病気になったら…
医 療

相談業務やサービスの
コーディネートを行います。

▶在宅系サービス
●訪問介護 ●訪問看護
●通所介護
●小規模多機能型居宅介護
●短期入所生活介護
●24時間対応の
　訪問サービス
●複合型サービス
　（小規模多機能型居宅介護+訪問看護） 等
▶介護予防サービス

▶施設・居住系サービス
●介護老人福祉施設
●介護老人保健施設
●認知症共同生活介護
●特定施設入所者
　生活介護 等

住まい

認知症の人

いつまでも元気に暮らすために…
生活支援・介護予防

●自宅 ●サービス付き高齢者向け住宅 等

通院・入院 通所・入所

※地域包括ケアシステムは、おおむね
30分以内に必要なサービスが提供
される日常生活圏域（具体的には
中学校区）を単位として想定

［ 地域包括ケアシステムの姿 ］
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